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こんなにあるよ♪

▼

基
本
方
針
▼

水
道
事
業
の
概
要

▼

検
査
の
項
目･

頻
度･
地
点
と
そ
の
理
由

▼

原
水
の
特
徴
お
よ
び
水
道
水
の
水
質
状
況
な
ど

▼

水
質
検
査
方
法

水
質
検
査
計
画
は
、
お
客
さ
ま
に
、
よ
り
安
心
し
て

水
道
水
を
ご
利
用
い
た
だ
く
た
め
、
水
源
か
ら
浄
水

場
、
そ
し
て
各
家
庭
の
蛇
口
に
至
る
ま
で
の
検
査
項

目
な
ど
を
示
し
た
も
の
で
す
。
毎
年
、
新
年
度
前
に

策
定･
公
表
し
て
お
り
、
お
も
に
次
の
内
容
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。

▼

お
客
様
セ
ン
タ
ー(

川
尻
庁
舎)

▼

各
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー(

中
央
を
除
く) 

▼

ア
ル
ヴ
ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

▼

市
役
所
分
館
１
階
の
資
料
閲
覧
コ
ー
ナ
ー

▼

ほ
く
と
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
明
徳
館
▼

県
立
図
書
館

▼

上
下
水
道
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.city.akita.akita.jp/city/w

s/

詳
し
い
内
容
は
、
上
下
水
道
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
広
報
あ
き
た
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

上
下
水
道
局
総
務
課
☎(

８
２
３)

８
４
３
４

平
成
29
年
度
水
質
検
査
計
画
は
、
次
の
場
所
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
平
成
27
年
度
の
水
質
検

査
結
果
を
ま
と
め
た｢

水
質
年
報｣

も
併
せ
て
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

水
質
検
査
計
画
と
水
質
年
報
へ
ご
意
見
、
ご
要
望
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
ご
意
見
は
計
画
策
定
の
参
考
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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平
成
29
年
度

水
質
検
査
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

水
道
ふ
れ
あ
い

フ
ェ
ア

水
道
週
間(

６
月
１
日
〜
７

日)

の
期
間
中
、
水
道･

下
水

道
事
業
に
つ
い
て
、
楽
し
み

な
が
ら
関
心
を
も
っ
て
も
ら

う
た
め
毎
年
開
催
し
て
い
ま

す
。｢

利
き
水｣｢

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー｣｢

ぬ
り
絵｣

コ
ー
ナ
ー
の
ほ
か
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
も
あ
る
よ
！

水
の
週
間(

８

月
１
日
〜
７
日)
の
期
間

中
、
通
常
平
日
の
み
開
館

し
て
い
る
仁
井
田
浄
水
場

内
に
あ
る｢

水
の
学
習
館｣

を
、
土･

日
曜
に
特
別
開
館

し
ま
す
。
入
場
無
料
。

６
３
月
日
土

８
５

月
日
土
６日
日

水
の
学
習
館
特
別
開
館

川
の
水
が
ど
の
よ
う
に
飲
み
水
に
な
り
、
使

っ
た
水
を
ど
の
よ
う
に
き
れ
い
に
す
る
か
を
、

施
設
を
巡
り
な
が
ら
学
び
ま
す
。

７月下旬

夏
休
み

親
子
水
め
ぐ
り
の
旅

８月上旬
▼

９
月
10
日
の
下
水
道
の
日
に
合
わ

せ
て
、
小
学
生
を
対
象
に
作
品
を
募
集(

８
月
末

ま
で)

し
、
展
示
し
ま
す
。

９月上旬
中旬
▼

水
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
展

仁
井
田
浄
水
場
や｢

水
の
学
習

館｣

、
八
橋
下
水
道
終
末
処
理
場

の
施
設
見
学
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
申
し
込
み
は
左
記
へ
。

▼

浄
水
場
、
水
の
学
習
館
…
浄
水

課
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▼

処
理
場
…
下
水
道
施
設
課

☎(
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施
設
見
学(

随
時)

小
学
校
な
ど
へ
職
員
が
出
向
い

て
、
水
道･

下
水
道
事
業
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま

す
。
問
い
合
わ
せ
は
、
上
下
水
道
局
総
務
課

へ
。
☎(
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８
４
３
４

平日
(要相談)

出
前
上
下
水
道
教
室

４～ 月11
の平日

平
成
29
年
度

上
下
水
道
局
の

イ
ベ
ン
ト
！



広報あきた　平成29年３月３日号15

４
月
１
日
か
ら

給
水
装
置
の
修
理
区
分
が

変
わ
り
ま
す

メーターを除く給水装置は、お客さまの財産であり、お客さまが維持管理
する範囲ですが、平成29年４月１日から、メーターより上流の漏水について
は、下表の範囲で上下水道局が修理します。漏水を見つけたときは、水道維
持課にお問い合わせください。
ただし、上下水道局の修理範囲であっても、庭木や建物など移設困難なも

のがある場合や、お客さまが直接業者に修理を依頼した場合は、上下水道局
で費用を負担できません。また、メーターより下流側の漏水(13ページ｢宅地
内の漏水点検は定期的に行いましょう｣参照)や、下表の範囲に該当しない場
合、修理費用はお客さまの負担となりますので、指定給水装置工事業者に修
理を依頼してください。

※１…アパート、マンションなどの一か所の分水栓に対して、複数のメーターがある住宅や施設

※２…宅地内に設置された止水栓のうち道路境界から最も近くに設置された止水栓

※３…メーターの移設費用を上下水道局が負担する場合は、既設のメーターボックスを再使用します。ただし、メー

ターボックスの材料費を使用者が負担する場合は、メーターボックスを新しいものにします。

給
水
装
置
＝
分
水
栓
と
そ
こ
か
ら
各
家
庭
ま
で
引
き
込
ま
れ
た
給
水
管
、

止
水
栓
、
メ
ー
タ
ー
、
給
水
栓(

じ
ゃ
口)

な
ど
の
給
水
用
具(

下
図
参
考)

問い合わせ
水道維持課
☎(823)8433


